
規
　
　
則

香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
　
際
　
課
）

一

告
　
　
示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

三

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅
　
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

四

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

公
　
　
告

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
　
政
　
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病

院
の
指
定
の
取
消
し

五

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院

の
指
定

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て

い
る
老
人
ホ
ー
ム
の
名
称
の
変
更

正
　
　
誤

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

（
第
九
二
六
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 68 号

平成 17 年

8 月30日（火曜日）

一

○
平
成
十
七
年
八
月
十
六
日
（
香
川
県
報
第
九
二
六
一
号
）
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

中
訂
正

香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
七
号

香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
）
第
四
条
」
を
「
。
以
下
「
会
館
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
、
第
四
条
第
六
項
及
び
第

十
条
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
十
一
条
　
会
館
条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
会
館
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
　
会
館
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三
　
業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２
　
会
館
条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
会
館
の
維
持
管
理
及
び
利
用
の
許
可
に
関
す

る
業
務
、
利
用
料
金
の
収
受
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
業
務
と
す
る
。

３
　
指
定
管
理
者
が
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
六

条
及
び
第
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の

は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

（
利
用
料
金
）

第
十
二
条
　
会
館
条
例
別
表
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
並
び
に
冷
暖
房
使
用
料
及
び
電
気
特
別
使
用

料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
四
条
第
一
項
の
許
可
」
を
「
利
用
許
可
若
し
く
は
変
更
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

規

則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
八
月
八
月
三
十
日

（
第
九
二
六
五
号
）

二

中
「
第
四
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
五
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
四
条
第
一
項
又

は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
」
を
「
利
用
許
可
又
は
変
更
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
四
条
第
四

項
（
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
（
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

利
用
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
会
館
条
例
第
三
条
後
段
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
許
可
（
以
下
「
変
更
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
香
川
国
際
交
流
会

館
利
用
許
可
変
更
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
二
項
中
「
前
項
の
許
可
」
を
「
変
更
許
可
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

会
館
条
例
第
三
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
香
川
国
際
交
流
会
館
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
許
可
」
を
「
利
用
許
可
」
に
、
「
同
項
の
許
可
」
を
「
利
用
許
可
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
許
可
」
を
「
利
用
許
可
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
を
要
す
る
施
設
）

第
四
条
　
会
館
の
う
ち
会
館
条
例
第
三
条
（
会
館
条
例
第
四
条
第
七
項
後
段
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
は
、
大
会
議
室
、
第
一
会
議
室
、
第

二
会
議
室
、
第
三
会
議
室
、
小
会
議
室
、
和
室
及
び
展
示
室
と
す
る
。

別
表
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
七
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の

一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
十
二
条
関
係
）

区
　
　
　
　
分
　
　
　
　
　
　
　
　
単
　
　
　
　
位
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
額
　
　

拡
声
装
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
千
八
百
三
十
円

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
　
　
　
　
　
　
　
一
本
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百
円

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
千
八
百
三
十
円

資
料
提
示
装
置
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
百
円

モ
ニ
タ
ー
テ
レ
ビ
　
　
　
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
千
三
百
二
十
円

十
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
映
写
機
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
千
四
百
二
十
円

ス
ラ
イ
ド
映
写
機
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
千
三
百
二
十
円

ダ
イ
レ
ク
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
千
三
百
二
十
円
　

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
千
三
百
二
十
円

タ
ー

演
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
百
円

司
会
者
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百
円

折
畳
み
式
ス
テ
ー
ジ
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
百
十
円

演
壇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
百
円

金
び
ょ
う
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
半
双
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
百
十
円

同
時
通
訳
装
置
　
　
　
　
　
　
　
一
式
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
三
千
七
百
七
十
円

同
時
通
訳
発
言
者
ユ
ニ
ッ
ト
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百
円

同
時
通
訳
受
信
機
　
　
　
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
円

展
示
用
パ
ネ
ル
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
十
円

展
示
用
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
　
　
　
一
台
に
つ
き
一
日
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
円

冷
暖
房
使
用
料

大
会
議
室
　
　
　
　
　
　
　
　
一
時
間
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
百
九
十
円

中
会
議
室
、
第
一
会
議
室
、

一
時
間
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
二
十
円

第
二
会
議
室
又
は
第
三
会
議

室小
会
議
室
又
は
和
室
　
　
　
　
一
時
間
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
十
円

電
気
特
別
使
用
料
　
　
　
　
　
　
使
用
量
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
　
　
　
　
　
　
　
二
十
五
円

備
考
　
電
気
の
使
用
量
は
、
利
用
者
が
持
ち
込
ん
だ
電
気
器
具
の
定
格
消
費
電
力
に
よ
り
算
定
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

「

に
改
め
る
。

」

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を

「

第
4
条
関
係
　
　
　
第
5
条
関
係
　
　
　
　
香
川
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

香
川
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

指
定
管
理
者
に
管
理
を

行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
指
定
管
理
者

第
5
条
関
係
　
　
　
第
6
条
関
係
　
　
　
　
香
川
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

香
川
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

（
第
九
二
六
五
号
）

三

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
字
千
婆
ヶ
嶽
三
三
五
四
の
一
七

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
本
島
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ

き
義
務
は
、
平
成
十
七
年
八
月
二
十
七
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
衣
掛
郷
東
線
（
百
七
十
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
三
年

高
松
市
鶴
市
町
二
〇
一
七
番
二
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
八
・
一
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
告
示

〜
　
　
　
　
　
　
七
三
　
第
七
百
七
十

高
松
市
鶴
市
町
二
〇
一
五
番
五
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
二
〇
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
一
号
で
変
更

し
た
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
小
蓑
前
田
東
線
（
四
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

九
・
六

第
六
百
五
十

〜
　
　
　
　
　
一
七
三

九
号
で
変
更

三
二
・
八

し
た
区
域
の

一
部

告

示

指
定
管
理
者
に
管
理
を

行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
指
定
管
理
者

木
田
郡
三
木
町
大
字
小
蓑
字
西
畑
四
六
一
番
一
地

先
か
ら

木
田
郡
三
木
町
大
字
小
蓑
字
西
畑
四
四
八
番
一
地

先
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
八
月
八
月
三
十
日

（
第
九
二
六
五
号
）

四

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
屋
形
崎
小
江
渕
崎
線
（
二
百
五
十
三
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
六

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
七
一

一
六
・
八

二
〇
・
六

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
七
一

三
〇
・
八

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
国
分
寺
太
田
上
町
線
（
百
七
十
一
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

前

九
・
五

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
一
三

二
二
・
〇

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
西
土
指
道
　
第
五
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
字
柳
添
三
四
六
五
―
一
、
三
四
六
五
―
二
、
三
四
六

六
―
二
及
び
同
地
先
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
〜
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
四
・
八
二
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
七
号

木
田
郡
庵
治
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

小
豆
郡
土
庄
町
長
浜
字
明
座
乙
一
五
番

三
地
先
か
ら

小
豆
郡
土
庄
町
長
浜
字
明
座
乙
一
六
番

四
地
先
ま
で

防
災
工
事
に

よ
る
道
路
区

域
の
変
更

綾
歌
郡
国
分
寺
町
大
字
新
居
六
六
番
四

地
先
か
ら

綾
歌
郡
国
分
寺
町
大
字
新
居
一
〇
二
番

二
地
先
ま
で

橋
梁
工
事
に

伴
う
仮
設
道

敷
設

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

（
第
九
二
六
五
号
）

五

一
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

二
　
成
果
の
名
称

１
　
木
田
郡
庵
治
町
地
籍
図

２
　
木
田
郡
庵
治
町
地
籍
簿

三
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

字
谷
、
字
荒
浜
、
字
島
々
の
一
部
　

四
　
認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
次
の
病
院
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

財
団
法
人
三
宅
医
学
研
究
所
附
属
三
宅
病
院
　
　
高
松
市
天
神
前
五
―
五

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　

所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　

指
定
年
月
日

財
団
法
人
三
宅
医
学
研
究
所
附
属
　
高
松
市
天
神
前
五
―
五

三
宅
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

介
護
老
人
保
健
施
設
す
こ
や
か
苑
　
丸
亀
市
郡
家
町
二
四
七
二

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　

所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　

指
定
年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
み
き
山
荘
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸
三
八
　
平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

―
一

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
そ
の
名
称
の
変
更
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
在
　
　
地

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
　
　
　
　
　

丸
亀
市
綾
歌
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
綾
歌
郡
老
人
ホ
ー
ム
　
　
　
丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
東
七
一
三
　
　

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日
（
香
川
県
報
第
九
二
六
一
号
）
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号
中
訂
正

誤
　
路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

正

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日

四
ペ
ー
ジ
　
下
段

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

正

誤



平
成
十
七
年
八
月
三
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

（
第
九
二
六
五
号
）

六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


